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日本と韓国における既婚女性の就業を規定する要因

DeterminantsofMarriedWomen，ｓＥｍｐｌｏｙｍｅｎｔｉｎ

ＪａｐａｎａｎｄＫｏｒｅａ

悲智恵＊

Ｂａｅﾉﾉzey

Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｉｓｔｏｉｎｖｅｓtigatethedeterminantsofmarried

ｗｏｍｅｎｓｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｉｎＪａｐａｎａｎｄＫｏｒｅabyusingtheSocialStratificationand

SocialMobilitySurvey(SSM)２００５dataobtainedfromJapanandKorea・

Basedonmultinominallogitregresｓｉｏｎｗｉｔｈｕｎｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔａｓｔｈｅｒｅｆｅｒence

category,weobtainedthefollowingresults：(1)Ｔｈｅ"Douglas-Arisawalaw"that

statesthegreaterthehusband'ｓｉｎｃｏｍｅ,ｔｈｅｌｏｗｅｒｉｓｔｈｅｗｉｆｅ'sprobabilityof

employmentispartiallysupportedinbothJapanandKorea．(2)Ｉｎｂｏｔｈｃｏｕｎ‐

tries,ｈａｖｉｎｇａｃｈｉｌｄａｇｅｄｌｅｓｓｔｈａｎｓｅｖｅｎｙｅａｒｓｌｉｍｉｔｓｔｈｅｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｏｆｅｍｐｌｏｙ‐

mentformarriedwomen．(3)Ｔheyearsofeducationattainedbymarriedwomen

haveasignificanteffectontheirprobabilityofemploymeｎｔｉｎＫｏｒｅａｂｕｔｎｏｔｉｎ

ＪａｐａｎｌｎＫｏｒｅａ,thegreaterthenumberofyearsspentbyamarriedwomanon

education,thehigherisherprobabilityofbeiｎｇｅｍｐｌｏｙｅｄａｓａｗａｇｅｗｏｒｋｅｒ・Ｏｎ

ｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,ｔｈｅｆｅｗｅｒｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｙｅａｒｓｓｐｅｎｔｏｎｅｄｕｃａｔionbyamarried

woman,thehigherisherprobabilityofbeingaself-employedworker．(4)In

Japan，marriedwomenwhoseparentswerelivingwiththemhadahigher

probabilｉｔｙｂｅｉｎｇｅｍｐｌｏｙｅｄ,ｂｕｔｓｕｃｈａｔｅｎｄｅｎｃｙｗａｓｎｏｔｏｂｓｅｒｖｅｄｉｎＫｏｒｅａ．

１．はじめに

日本と韓国において，国家主導の経済成長が追求されてきた過程で，女性には家事・育児などのケア

に関する役割が，男性には稼ぎ手の役割が強く期待され，強固な性別役割分業体制が形成されたことは

周知の事実である。このような社会・経済的な事情は,両国で観察されるＭ字型の年齢別女性労働力率

に端的に示されている。もっとも，他の西欧先進諸国ではほとんどみることができないＭ字型就労がい

まだに残っているものの，両国の女性，とくに，既婚女性の就業は増加し続けている。２００４年現在，１５

歳から６４歳までの有配偶女性の労働力率は，日本が60.2％，韓国が54.1％となっており，両国ともに

50％を超えている（内閣府，2006)。また，いずれの国においても，共働きを望んでいる夫婦の割合は，

実際の共働きの比率をはるかに上回っている（韓国女性部，2001；財務総合政策研究所，2000)。強固な

ものとされてきた日本と韓国の‘性別役割分業体制が崩れつつあることを示唆する現象であると言える。
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こうした状況により，既婚女性の就業が各家族に及ぼす影響についての学問的な関心も高くなってい

る。多くの研究者が，共働き世帯における家族関係や家事・育児分担，近年盛んに議論されているワー

ク・ライフ・バランスなど，既婚女性の就業をめぐる様々な問題に取り組んでいる。こうして蓄積され

た研究成果は、政策的な提言に重要な資料を提供しうるという点でも意味を持つ。ただし、より有効な

政策的提言のためには,既婚女性の就業によって各家庭が受ける影響のみではなく，どのような女性が，

あるいはどのような男性の配偶者が，結婚後も就業しているかという問題を解明する必要がある。しか

し，先行研究は，既婚女性の就業を規定する要因について，必ずしも一貫した結果を報告しているわけ

ではない。それは、用いたデータの種類，サンプル数や対象者の年齢などの相違に起因すると思われる。

したがって，本研究では，より広い範囲の年齢層が含まれている大規模なデータを用い，日本と韓国に

おける既婚女性の就業を規定する要因を分析する。このような作業を通じて，「既婚女性の就業」という

実態の側面から，日本と韓国の間に存在する共通点と類似点を明らかにし，両国の性別役割分業体制を

比較検討することが，本研究の目的である。

2．既婚女性の就業を説明する要因

一般に，既婚女性の就業は，労働需要側面に大きな影響を受ける男性とは異なり，労働供給側の要因

により大きく影響される（キムジキョン・チョユヒョン，2001)。関連先行研究をみると，社会階層的な

要因と家族背景的な要因が，労働供給側の要因として頻繁に用いられている。

まず，社会階層的要因には，夫の収入に代表される家計の状況がある◎妻の就業は、夫のそれと比べ，

他の家族成員の収入に影響を受けやすいといわれている（キムジキョン・チョユヒョン，2001)。大多

数の研究者は，他の家族成員の中でも，とくに，配偶者である夫の収入と妻の就業との関連に着目して

いる。ところで，夫の収入が妻の就業に及ぼす影響は，国によって異なる傾向をみせる。Blossfeldと

Drobnic(2001)の国際比較調査によると，それぞれの国の福祉レジームにおいて，「家族主義」の性格が

強い国（たとえば，ドイツ．オランダ，ベルギー，イタリア，スペインなど）では，両者の間に負の相

関があるのに対し，社会民主主義的性格を持つ北欧の国（たとえば，スウェーデンとデンマーク）では，

正の相関がある。岩間(2008a:114)が指摘するように，日本の場合，性別役割分業が強固で，福祉政策

においては家族主義的性格を持っているという点を考慮すると，夫の収入は妻の就労に負の影響を及ぼ

すと考えられる。日本では，夫の収入と妻の就労の間の負の関連は「ダグラス＝有津の法則｣'）呼ばれて

おり，それを裏づける研究結果が多い（岩間，2008a;樋口，1995,2001；永瀬、１９９７など)。しかし，

パネル．データを用いた分析の一部は,「ダグラス＝有淫の法則」が成立しないという結果を報告してい

る（小原,200')。大規模な横断調査データを用いた分析結果の中にも，この法則を支持しないものがあ

る（岩間，2008b)。妻の就労タイプ別に夫の収入を比較した真鍋(2004)は、夫の収入が高いほど妻は就

労しない傾向があり，「ダグラス＝有津の法則」は崩れてはいないとしながら，夫が高収入の層では．妻

の就労率がやや高い点から，この法則が崩れつつある可能性を指摘している。

韓国においても，大の収入と既婚女性の就業についての分析結果は，非一貫的である。夫の収入と妻

の就労の間に負の関連を報告する研究が多いが（キムジキョン・チョユヒョン、2001；ソビョンソン･

イムチャンヨン．2001；ファンスキョン，２００２など)，夫の所得を含む世帯所得と出産後の女'性の経済

活動参加には，負の関連がないという結果もある（キムジキョン，2004)。日韓における非一貫的な研究

結果は、使用するデータに起因するところが多いと考えられる。具体的には，横断調査のデータを使用
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したか，それともパネル・データを使用したか，サンプルの規模や年齢はどのようなものか等により，

分析結果は異なりうる。たとえば，岩間(2008a:115～117)は，パネル・データを用いた先行研究では，

比較的若い世代にサンプルが限られているため，家族の経済的地位の違いがより反映されやすいと考え

られる再就職をした女性のデータが少なくなっており，階層差が過小評価される可能性があることを指

摘している。また，サンプルの脱落によって分析対象に偏りが発生する可脂性についても言及している。

さらに，「ダグラス＝有津の法則」は，本来横断調査で導き出された法則であるという点から，その有効

性を検討するためには，パネル・データではなく，横断調査のデータを用いるべきだとも主張する。韓

国の場合も，前記の先行研究の多くは，パネル・データを用いているか，サンプル数の少ない調査デー

タに基づいている。したがって，日韓における「ダグラス＝有津の法則」の有効‘性を検討するにあたっ

て，ランダム・サンプリングによりながら，かつある程度のサンプル数が確保された全国規模の横断調

査データを用いて検討することには，十分な意義があると思われる。

夫婦の学歴は，既婚女性の就業に影響を及ぼすもう一つの社会階層的要因である。教育経済学的理論

によれば，男性にとっても女性にとっても，学歴は地位達成の手段であり、高い教育を受けることは，

収入が高い職業に就く機会を高めるための投資である（木村，1998:３２)。しかし、日本の先行研究では，

高い学歴を持つ女性ほど専業主婦になりやすいという，教育経済学的理論と矛盾する結果が多い（木村，

1998;原・肥和野，1990)。同様の傾向は韓国でも確認できる（ソビョンソン・イムチャンヨン，2001；

シムキョンオク，1984;Brintoneta1.,1995;LeeandHirata,2001)。このような結果は，両国におい

て，女性の高学歴が労働市場よりも「結婚市場」で大きな意味を持っていることを示唆している（脇坂，

1990;矢野，1995)。あるいは，両国の女性が，職業への準備ではなく，良い母親として子育てに必要と

される教養を身につけるため，高等教育機関に進学するからだという解釈もある(Brinton,1993)。いず

れにせよ，これらの結果は，学歴が既婚女性の就業を促す効果があるという西欧の状況(Blossfeldand

Drobnic,2001）と比べ，日本と韓国の特異な現象として捉えられてきた。しかし，数は少ないが，日韓

ともに，妻の学歴と就業の関連が統計的に有意ではないという研究結果も確認できる（岩間，2008a，

2008b；ヤンスンジュ，1995)。さらに，韓国の場合は，両者で正の相関がみられたという結果（キムジ

キョン・チョユヒョン，2001：ファンスキョン，2002；イヒョンソン，1996）も存在する。これらの研

究をみると，「高学歴の女性であるほど，専業主婦になりやすい」という現象を，両国独特の現象として

把握するには，一定の留保が必要ではないかと思われる。

家計の状況や夫婦の人的資本のような社会階層的要因以外に，夫婦の家族背景も，既婚女性の就業に

影響を及ぼす要因である。とくに，幼い子どもの存在が既婚女性の就業に否定的な影響を及ぼすことは，

日韓の先行研究において一貫して指摘されている（岩間，2008a,2008b；キムジキョン，2004)。これと

は逆に，親との同居が女性の就業に肯定的な影響を及ぼすということも，日韓でほぼ共通して報告され

ている（岩間，2008a；イヒョンソン，1996；ソンジミ・チャウンヨン，2001；ファンスキョン，2002)。

このように一貫する結果をみる限り，子どもの存在や親との同居などの家族背景と関連する要因は，既

婚女性の就業に影響を及ぼす要因として，検討が欠かせないものと言ってもよいだろう。

以上，日本と韓国で，既婚女性の就業に影響を及ぼす要因を，主に社会階層的要因と家族背景的要因

を中心に検討してきた。家族背景的要因が既婚女Ｉ性の就業に与える影響については，日本においても韓

国においても，ほぼ一致する結果が得られているのに対し，社会階層的要因の影響についての研究結果

は,非一貫的である。既に述べたように，その原因の一つとしては，先行研究で用いられたパネル・デー
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夕の持つ制約が考えられる。以下では，このような点を考慮し，横断調査のデータを用いて，両国の既

婚女’性の就業を規定する要因について分析する。

3．方法

①データ

使用するデータは，２００５年社会階層と社会移動日本調査(TheSocialStratificationandSocialMo‐

bilitySurveyinJapan,2005)と２００５年社会階層と社会移動韓国調査(TheSocialStratificationand

SocialMobilitySurveyinKorea,2005)である。そのうち，有配偶であり，配偶者（妻）が６０歳未満

の男性サンプル（日本1,235人，韓国４２２人）が分析に使われた2)。

②従属変数

従属変数は.男性が回答した妻の働き方(表ｌ）である。しかし，韓国は非正規の割合が非常に少なく，

この４つのカテゴリーをそのまま用いると推定結果が不安定になる可能性がある。そこで，本研究で

は，日韓比較を行った岩間(2008b)に従い，既婚女性の働き方を①賃金労働者（正規十非正規)．②自

営・家族従事者，③無職の３つのカテゴリーに分ける3)。

表１からもわかるように，日本と韓国では，既婚女性の働き方がかなり異なる。韓国では，自営業の

割合が日本よりはるかに高い。韓国で自営業の割合が高いのは，既婚女性に限らない。有田(2008)によ

ると，韓国は西欧諸国や，日本、台湾よりも自営業の比率が高い社会であり，自営業における日韓比較

研究を行ったイスンリョル・チヨイクァンシク(2007)でも，両国の自営業における比率の差は確認で

きる。次に．日本は，韓国よりパートタイマーを含む非正規職が多い。キムスンヨン(2005)は，こうし

た差をもたらす理由の一つを「主婦制度」の点から考察している。日本では，既婚女性にパートタイム

労働を選択するように強制する一連の制度的なセット、すなわち，家族責任の担当者である男性配偶者

と被扶養者である「主婦」という枠組みの中で，女性に賃金労働をさせる「主婦制度」が発達している

のに対し，韓国ではそのような制度が存在しないのだという。本研究では，主に供給側から既婚女性の

働き方を規定する要因にアプローチするため、制度的な側面や需要側の要因については，直接の検討が

できない◎だが，既婚女性の働き方をより深く理解するためには，供給側の要因のみではなく，需要側

の要因や，その国の制度的な要因も視野に入れる必要があるだろう。

日本("＝1235）

韓国("＝422）

表ｌ男性の回答からみた妻の働き方

正規.:．

２０．２

１２．１

非正規.:..:．

2８．９

６．９

雇用主・自営・

家族従業者．:..:..’

１２．４

２５．８

無職

38.5

55.2

.:.正規は，日本：経営者，役員，常時雇用されている一般従業者

韓国：一般社員・従業員，公務員

.；'非正規は，日本：臨時雇用・パート・アルバイト，派遣・契約・委託社員，内職

韓国：時間制，臨時・日雇職，契約・委託社員，用役勤労など

．;・日本の場合，企業規模が小さい場合（３０人以下）は，経営者・役員であっても，自営業扱いをする。

なお，韓国の場合は，３０人を超える企業の雇用主・経営者のケースは，０であった。

(％）
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③独 立変数

本研究では，既婚女性の就業を規定する要因を明らかにするため，先行研究を基に，以下のような独

立変数を用いる。

まず，社会階層的要因と既婚女性の就業との関連をみるため，代数変換した男性の収入（去年１年間

の収入）と妻の学歴を用いる。妻の学歴は，最終学歴を卒業とみなし，それに対応する教育年数を算出

した。次に，家族背景的な要因が既婚女性の就業に及ぼす影響をみるため，６歳以下の子どもの有無と

親同居有無に関連する項目を用い，それぞれ６歳以下の子どもがいる場合，親と同居している場合がｌ

であるダミー変数を作成した。

最後に，コントロール変数として，女性の年齢と女性の年齢２乗項を作成した。年齢２乗項を用いた

のは，年齢の効果が非線形的である可能性を検討するためである（岩間，2008a:１１８)。分析に用いた変

数の基本統計量は，表２にまとめて示す。

男性の収入（代数変換）

女性の教育年数

６歳以下の子ども有無

親同居有無

女性の年齢

女性の年齢２乗

表２分析に剛いた変数の基本統計量

〃

６．６８

１２．５５

０．２３

０．２８

４４．７７

２０９６．６３

|」本

SＤ

０．２６

１．８３

０．４２

０．４５

９．５９

８３８．０７

〃

７．２９

１１．２１

０．２３

０．１３

４２．３８

１８８３．４９

韓 国

S、

０．３１

３．３３

０．４２

０．３３

９．３４

７９３．６６

④分析方法

妻の就業有無を従属変数とする２項ロジスティック回帰分析を用い，日本と韓国において，どのよう

な男性の妻が就業をしているかを明らかにする。その後，無職を基準カテゴリーとする多項ロジス

ティック回帰分析を行い，雇用者と自営業を区別しながら，女性の就業率を推定する。

4．結 果

表３は，妻の就業有無を従属変数とする２項ロジスティック回帰分析の結果である。

日本の場合は，妻の教育年数以外のすべての変数が統計的に有意な結果を示している。夫の収入が低

いほど，妻の就業確率が高まっており，「ダグラス＝有犀の法則」は成立していると言える。また，６歳

以下の子どもの存在は，妻の就業に負の効果を持つ。逆に，親と同居することは，妻の就業確率を高め

ている。統制変数である妻の年齢と年齢の２乗項が統計的に有意であることから，妻の年齢が妻の就業

に非線形の効果を持つことも確認できた。

韓国の結果をみると，統計的に有意な変数は，夫の収入と６歳以下の子どもだけである。夫の収入が

低いことは，妻が働く確率を高めている。この結果から，韓国の場合にも，日本と同様に，「ダグラス＝

有津の法則」が成立していると言える。６歳以下の幼い子どもの存在によって，妻の就業確率が低くな

る点，妻の教育年数が有意な効果を持たない点は，日本と同じである。しかし，日本では有意な効果を

持っていた親との同居は，韓国の場合は，統計的に有意ではない。ただし，オッズ比の大きさは，日本
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表３妻の就業有無を従閥変数とした２項ロジスティック回帰分析結果

夫の収入（対数）

妻の教育年数

６歳以下子どもダミー（あり＝l）

親との同居ダミー（同居＝l）

妻の年齢

妻の年齢２乗

〃

－２ＬＬ

ｘ２
ｃｏｘ＆ｓｎｅｌｌ

ｎａｇｅｌｋｅｒｋ

Ｉｐ＜､１０，＊ｐ＜,05,＊＊ｐ＜０１，＊*＊ｐ＜,001．
数値はオッズ比を示す。

Ｈ本

０．３９１＊*＊

1.029〒

0.318**＊

1.596*＊

1.248*＊

０．９９７**＊

１２３５

１５５５．９４６

９０．６９９**＊

０．０７１

０．０９６

韓 国

０．４６９＊

1.001,

0.485＊

1.617

1.150

0.999

４２０

５４５．００３

３２．１９２**＊

０．０７４

０．０９９

表４（妻の）働き方を従属変数とした多項ロジスティック回帰分析

夫の収入（対数）

妻の教育年数

６歳以下子どもダミー（あり＝l）

親との同居ダミー（同居＝l）

裳の年齢

妻の年齢２乗

〃

－２ＬＬ

ｘ２
ｃｏｘ＆ｓｎｅｌｌ

ｎａｇｅｌｋｅｒｋ

日本

貸金

労働者

0.351＊*＊

1．０３２

0.309**＊

1.458＊

1.265*＊

0,997**＊

自営

家族従事者

0.562

１．０１７

0.383＊

2.209**＊

１．３１２＊

０．９９７**＊

１２３５

２００７．５７３

１２３．５４９**＊

０．０９５

０．１１１

↓ｐ＜､１０，＊ｐ＜０５，＊＊ｐ＜､０１，＊*＊ｐ＜､001．
基準カテゴリーは，妻無職

数値はオッズ比を示す。

韓国

賃金

労働者

０．５６４

１．１３０’

０．３２９**＊

1．７２５

１．２２４

０．９９８

自営

家族従事者

0.390＊

0．９２２

０．８００

１．４６２

１．２１８

０．９９８

４２２

７１６．３５７

67.409**＊

０１４８

０．１７１

とあまり変わらない。統制変数である年齢と年齢二乗項は，統計的に有意な効果を持たない。

では，単に妻の就労有無のみでなく，より細かく妻の働き方に着目した場合，社会階層的な要因及び

家族背景的な要因と妻の就労との間には，どのような関連が見出せるだろうか。表４は，賃金労働者，

自営．家族従事者、無職の３つに分けた妻の働き方を従属変数とし，表３で投入した独立変数として

多項ロジスティック回帰分析を行った結果である。

まず，日本の結果からみると,夫収入の低さは，妻が賃金労働者として働く確率を高めている。妻が

自営業である場合においても夫収入の影響の方向は同じであるが，統計的に有意ではない。すなわち、

日本において，「ダグラス＝有淫の法則」が支持されたのは，妻が賃金労働者として働く場合のみであ

る。一方，妻の教育年数が統計的に有意な効果を持っていないことは．妻の就業有無を従属変数とした
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表３と一貫した結果である。

６歳以下の子どもの存在は，妻の働き方に関係なく，妻の就業確率を低くしている。一方,親との同居

は，賃金労働者としての妻の就業確率と自営業・家族従事者としての就業確率を高めている。このよう

に，夫の収入効果以外の変数が持つ効果は，妻の就業有無のみで推定した結果と変わらない。統制変数

として投入した妻の年齢や年齢の二乗項が有意な効果も，同様である。つまり，日本の場合は，諸変数

の影響は，妻の働き方と関係なくほぼ同じである。

続いて，韓国の結果に目をむけると，夫の収入が持つ効果は，日本とは異なり，妻が自営業・家族従

事者として働いている確率を低めている。妻の教育年数の効果は，１０％水準ではあるものの，妻の働き

方に有意な影響を及ぼしている。妻の教育年数が長いことは，妻が賃金労働者として働く確率を高めて

おり，逆に，妻の教育年数が短いことは，妻が自営業・家族従事者として働く確率を高めているｏこの

ような教育年数の効果は，単純に，妻が働いているかいないかを従属変数とした場合にはみられなかっ

たものであり，韓国においては，妻の学歴が、賃金労働者として働く場合と自営業・家族従事者として

働く場合に，異なる意味を持っていることを示唆する。こうした妻の学歴効果は，日本の分析結果（表

4）とも異なっている。

家族背景的な要因については，６歳以下の子どもの存在は，妻が賃金労働者として働くことを抑制し

ているが，自営業．家族従事者として働く確率には有意な効果をもたらしていない。日本とは異なり，

親との同居有無，妻の年齢と年齢二乗の効果は，統計的に有意ではなかった。妻の働き方によって，夫

の収入，妻の教育年数，６歳以下の子どもの存在が持つ効果に差異が認められたのも，日本とは異なる

結果である。

5．要約と結論

本研究では，既婚女性の就業が増加している今日の日本と韓国の状況に注目し，両国における既婚女

性の就業を規定する要因を，主に社会階層的要因と家庭背景的な要因に焦点を当てて検討してきた。分

析の結果と得られた知見をまとめると以下の通りである。

夫の収入と幼い子どもの存在が及ぼす影響は，日本と韓国で類似した傾向をみせた。夫の収入と妻の

就業の間に負の相関があるという「ダグラス＝有漂の法則」は，部分的ではあるものの，日本でも韓国

でも支持された。単純に妻の就業有無を従属変数とした分析結果では，いずれの国においても夫の収入

と妻の就労の間には負の関連が認められ，「ダグラス＝有津の法則」が成立している。しかし，妻の働き

方を賃金労働者，自営業・家族従事者，無職の３つに分けて分析すると，夫の収入が及ぼす影響は妻の

働き方によって異なることがわかった。すなわち，夫の収入が低いほど，日本の場合は賃金労働者とし

て働く確率が，韓国の場合は自営業・家族従事者として働く確率が低下している。夫の収入を４つのカ

テゴリーに分けて妻の働き方とのクロス分析を行った結果でも，このような傾向が確認できた。日韓と

もに，夫の収入が高い層で，妻が無職である割合は高くなっており，真鍋(2004)が指摘したような「夫

の収入が高い層で妻の就労率が高い」傾向はみられなかった。よって，現時点では，日本と韓国におい

て「ダグラス＝有淫の法則」が成立していないとは言い難いと判断される。

幼い子どもの存在が既婚女性の就業に及ぼす影響でも，両国で共通性がみられた。いずれの国におい

ても，妻の就業有無を従属変数とした分析では，６歳以下の子どもの存在は，妻が就業する確率を低く

する。妻の働き方を分けて分析した場合は，６歳以下の子どもがいると，日本では働き方に関係なく，韓
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国では賃金労働者として働くときにのみ，妻が働く確率は低くなっている。幼い子どもの存在が既婚女

性の就業を抑制することは両国の先行研究で一貫して指摘されてきた点である。岩間(2008b)は，こ

うした結果について，福祉政策において家族主義的性格を持ち，保育施設が未整備である両国の状況が

反映されたものと解釈している。実際に，日本と韓国では，「育児」は，女性の就業あるいは，就業継続

を阻害する主要因と言われている（韓国女性政策研究院，2008;内閣府，2008)。にもかかわらず，保育

サービス提供率は，いずれの国においても低い水準に止まっている！)。冒頭にも述べたように，日韓で共

働きを望んでいる夫婦の割合が，そうではない割合及び実際の共働きの比率をはるかに上回っているこ

と（韓国女性部，2001；財務総合政策研究所，2000）を考えると，良質の保育施設の拡充は，既婚女性

の就業に関して両国が直面している共通の問題であると言える。

本研究の分析結果からは，以下のようないくつかの相違点も析出された。

まず，妻の教育年数が及ぼす影響について，日本と韓国では異なる結果が得られた。日本では，妻の

教育年数が妻の働き方に及ぼす影響は，統計的に有意ではない。韓国では，有意な影響を及ぼしており，

妻の教育年数が長いほど賃金労働者として働く確率が高い傾向があると同時に，妻の教育年数が短いほ

ど自営業・家族従事者として働く確率が高くなる傾向もみられる。これらは，女性の学歴と就業率の間

に負の関連があると報告した先行研究とは異なっている。実際，日本の場合，妻の教育年数のオッズ比

は，いずれも１より大きく，負の関連はみられない。しかし，統計的に有意ではないという点から，日

本では，女性の学歴が労働市場で意味を持ち，その力を発揮しているとまでは解釈できない。他方，韓

国では，妻の教育年数は，賃金労働者としての就業確率と，自営業・家族従事者としての就業確率に逆

の効果を持っていた。これは，日本と比べ，韓国では高学歴の女性が結婚後「雇用者」として働く機会

が開かれている可能性があるという岩間(2008b)の解釈を支持する結果である。同時に，韓国において

は，威信がそれほど高くないと思われている自営業が女性の低学歴と結びついている可能性も示唆され

る。すなわち，韓国では，妻の学歴が労働市場で持つ意味と力は，働き方の種類（ここでは，賃金労働

者であるか，自営業主・家族従事者であるかという従業上の地位）によって，全く異なる方向で影響を

及ぼしている可能性がある。

次いで，親との同居有無の効果についても．日韓で異なる傾向がみられる。日本では，親との同居が

既婚女性の就業を促す傾向にある。他方，韓国では，そうした傾向は認められない。妻の就業有無を従

属変数とした分析でも，妻の働き方を従属変数とした分析でも，結果は同様である。多くの先行研究で

は，親との同居が既婚女性の就業を促す効果を持つとされてきたことを考慮すると，韓国で親との同居

の効果が統計的に有意でなかったのは，やや意外である。このような結果が得られた要因としては，同

居する親の性別や健康状態などが考えられる。つまり，親が男性である場合よりは女性である場合の方

が，家事・育児を分担する確率が高くなり，既婚女性の就業を促す効果があると思われる（ソンジミ・

チャウンヨン，2001)。また，健康状態が良くない親との同居は，むしろ，介護の負担が増え，既婚女性

の就業を抑制する影響を及ぼすことが予想される。そこで，本研究では，同居する親の性別ダミー変数

を作成し，再び分析を行ってみたが，結果は変わらなかった。同居する親の健康状態については関連す

る‘情報がないため，残念ながら，その効果を確認することはできなかった。ただし，たとえ再分析によっ

て，先行研究と一致する結果が得られたとしても，親との同居と既婚女性の就業との関連は，より‘慎重

に考察する必要がある。既存の研究では，親との同居により，既婚女性は，育児・家事の負担を親世代

に移転し，安心して労働市場に参加ができる（ソンジミ・チャウンヨン、2001:９９）という，肯定的な
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側面が強調されてきた。その結果，高齢になって再び育児の負担を担うことになる祖父母（主に祖母）

が，その状況からどのような影響を受けるかについては，あまり研究されていない5)。さらに，親との同

居が既婚女性の就業を促しているという事態の裏には，保育施設の拡充，育児休暇や父性休暇といった

制度的な支援など，既婚女性の就業を促すために社会が果たせなければならない責任が，高齢の祖父母

に転嫁されているという現実があることも，留意しなければならない。

最後に，本研究の限界と今後の課題について述べておこう口本研究では，既婚女性の就業を説明する

要因を，労働供給側の要因と関連する変数を中心に分析した。女性の就業は，男‘性の場合とは異なり，

労働需要側より労働供給側の要因に影響されやすいという先行研究を考慮したからである。しかし，日

本と韓国における妻の働き方の比較(表１）からわかるように，日韓の既婚女性の就業は，構造的に異な

る側面を持っており，その背景には，両国における制度，あるいは労働需要のあり方の差異が存在する。

したがって，今後は，労働供給の要因みではなく，労働需要の要因，さらには，労働市場とジェンダー

をめぐる制度までも視野に入れた分析が必要であるだろう。

本研究では，男性の回答から既婚女性の就業を分析しているため，女性の過去のキャリアが，現在の

働き方に対して持つ効果については，検討ができなかった。女性の職業キャリアが，結婚・出産後の就

労や働き方に影響を及ぼしているという先行研究の指摘を考慮すると，女性のキャリアを考慮した分析

は，このテーマと関連する後続研究で重要な課題になるだろう。

以上のような制約はあるものの，国際比較を念頭において企画・実施されたため，調査の時期や質問

紙の構造などにおいて日本と韓国で一貫性が高い全国規模の調査データを用い，日本と韓国の既婚女性

の就業について検討した点に，本研究の意味があると思われる。

今後も，既婚女性の就業のあり方を含め，両国における性別役割分業体制をより深く理解するため，

こうした国際比較調査とそれを利用した研究の蓄積が期待される。

付記：２００５年社会階層と社会移動日本調査データと２００５年社会階層と社会移動韓国調査データの
Ｏ

使用にあたっては，２００５年社会階層と社会移動調査研究会に許可を得た。

>王

l）「ダグラス＝有淫の法則」は，以下のような３つの法則によって構成されている（小尾，1980:２２)。

［第１法則］家計に核構成員すなわち，家計の中核的収入稼得者（家計調査の世帯主に相当）があり，非核構

成員（核以外の家計構成員）の人手可能な就業機会（賃金率と指定労働時間）を所与とするとき，核収入

のより低い家計グループの非核構成員の有業率はより高い。

［第２法則］核収入を一定とするならば，非核構成員に提示された就業機会の好転は，非核有業率を上昇さ

れる。

［第３法則］核構成員にあたる青壮年層男子の有業率は，提示された就業機会の賃金率に対して不感応的で

ある画

本研究では，中核的収入稼得者は夫，非核構成員は妻と解釈した上，夫の収入が低い場合に妻の就業確率が高

くなるという，第１法則のみを扱う。

2）女性のサンプルを利用しない理由は，２００５年社会階層と社会移動韓国調査では，「ダグラス＝有樺の法則」を

検証するために必要な配偶者の収入を尋ねる項目がないからである。また，妻の年齢が６０歳未満の場合にサ

ンプルを限定したのは，６０歳以上の女性は定年退職のため，一律的に専業主婦なることが多いからである。

3）自営業と家族従仕者を，別のカテゴリーに分けることも考えられるが（たとえば，三隅，2008)，本研究では

サンプル数を考慮し，一つのカテゴリーにした口本研究のように，自営と家族従仕者を一つのカテゴリーにす
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る例としては，キムウヨン(2003)を参照◎

4）韓国の場合，０～５歳までの子どもの施設保育比率は34.9％（韓国女性政策研究院，2008)，日本の場合，３歳

未満児に対し保育サービスが提供されている割合は，20.8％（厚生労働省，2008)。

5）最近，韓国メディアの一部では，孫の育児を頼まれた祖父母の大変さを扱っている。たとえば，「オー・マイ・

ニュース」の２００８年４月１７日の記事には，仕事のため，義理の親に子どもを頼んだことがある市民記者が，

自分の経験に基づき，祖父母にとって孫の育児がいかに大変なことであるかを報告している。彼女は，祖父母

の体力的な限界や，祖父母が余暇を楽しむ機会も少なくなるなどの問題点を挙げながら，「祖母に孫の育児を

頼むのは，みえない暴力であり…無知の巾でも最悪の無知である」と述べている。２００８年５月１０日の韓国文

化放送のニュースは，「育児祖母は，死にそう」というタイトルで，高齢の祖母が孫の育児をみることで感じる

体力の限界，大変さ，娘の罪悪感などについて報道した。いずれも，既婚女性の就業を支援するためには，祖

父母が女性の代わりに孫の育児をしてくれることよりも，保育施設，育児制度などの社会的支援が必要である

ことを強調する。
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